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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

　代表取締役社長大嶽貞夫は、当社および連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有してお

ります。

　当社および連結子会社は、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準ならびに財

務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について」に示された内部統制の基本的枠組みに準

拠して、財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。

　なお、財務報告に係る内部統制は、判断の誤り、不注意等により有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかっ

た組織内外の環境の変化等には必ずしも対応しない場合があるなど、固有の限界を有しており、財務報告の虚偽記載

を完全には防止または発見することができない可能性があります。

 

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　財務報告に係る内部統制の評価は、平成22年３月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正

妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

　本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全般的な内部統制の評価を行った上で、その

結果を踏まえ、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業

務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につ

いて整備および運営状況を評価することにより、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

　財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社および連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性におよぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要

性を考慮して決定しており、当社および連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務

プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、金額的・質的重要性の観点から、重要な事業拠点として当社

（平成21年９月1日をもって新設分割により新設したＴＣＢテクノロジーズ株式会社を含む）、株式会社キャナルを

選定いたしました。また、事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金およびたな卸資産に至る業務プロ

セスを評価の対象としました。　　　　　 

 

 

３【評価結果に関する事項】

　当社は、平成21年９月１日より純粋持株会社制に移行いたしましたが、平成21年８月31日に連結子会社となった2社

について、財務報告の信頼性に関するリスクの評価と対応を完了させることができなかったため、全社的な内部統制

に不備が存在します。当該内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると

判断いたしました。

　財務報告の信頼性に関するリスクの評価と対応を完了させることができなかった理由は、当該連結子会社について

内部統制報告制度に対応する文書化や規程の整備が遅れたためであります。これらの不備は、平成22年２月に当社社

長が変わって以降、急速に改善・整備されつつありますが、時間的制約から結果的にリスクの評価と対応を完了させ

ることができなかったものであります。

　上述のとおり、一部の子会社に全社的な内部統制の不備がありますが、業務プロセスに係る内部統制は牽制・チェッ

ク機能を効かせた業務が遂行されており、かつ、当社財務経理部において決算数値の精査がなされておりますので、連

結子会社の財務諸表の適正性そのものは確保されていると判断しております。

 

 

４【付記事項】

 上記にて記載した内部統制報告制度に対応する文書化や規程の整備については、平成22年４月から５月にかけ基本

規程が整備され運用が開始されております。平成22年度第２四半期から第３四半期にかけて評価を実施し、平成22年

度第４四半期に最終評価を行います。

　

 

５【特記事項】

　特記すべき事項はありません。
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